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　中学校でも，小学校に１年遅れて平成31年度か
ら，いよいよ「特別の教科　道徳」（以下，道徳科）
が始まります。中学校では，先行する小学校での取
り組みを参考にできるとはいえ，中学生の道徳性の
発達段階や学校種による制度の違いを前提に道徳科
の授業の在り方を考えると，中学校が独自に考えて
いかなければならないこともあります。
　中学生の時期は，思春期にあたります。身体的に
も大人に向かって大きな変化が起こりますし，精神
的にも動揺しやすい時期だといえるでしょう。道徳
性の発達についても，この頃に退行現象が起こると
主張する研究者もいます。一時話題になった「中1
ギャップ」は，小学校から中学校に進級する際に生
じるいじめの増加や，学校への不適応症状などの増
加を意味していますが，これも，思春期の不安定さ
と無縁ではないでしょう。
　しかし，このような多感な時期だからこそ，人間
としての生き方について考えさせる道徳科の授業に
は大きな期待が寄せられています。
　また，小学校とは違って，教科担任制をとってい
る中学校では，一人の学級担任が，ほとんどすべて
の授業を教えるというわけではありません。という
ことは，生徒の学校生活の様子のすべてを見られる
というわけではないということになります。しかし
ものは考えようで，こうした事態は「多くの教科担
任が，多面的・多角的に生徒たちの様子を観察でき

る」ということでもあります。学級が，閉じた学級
王国にならずにすむということです。しかも，学級
担任の手には道徳科の授業が委ねられていますか
ら，同僚の先生方と生徒についての情報を交換しつ
つ，生徒たちには人間としての生き方を教え，正義
や思いやりについて語り，友情や愛について熱い思
いを伝えることができるのです。
　教育基本法の第一条は，「教育は，人格の完成を
目指し」という文言から始まりますが，その人格形
成の直接的な手立てとして，学級担任は道徳科の授
業を実践できるのです。

授業はどのように変わるか？

　では，その授業は，これまでとどのような点が異
なるのでしょうか。
　従来の授業では，教材の登場人物の心情を追いか
け，教材を理解し，その後，話し合いを通じて道徳
的価値を学ぶという形式が一般的だったといえるで
しょう。それはそれで一定の成果をあげていたとい
えます。しかしときとして，授業ではきれいごとを
語っても，実際の行動の変容にまではつながらない
ということもあったのではないでしょうか。
　今回，教科化に伴って改訂された新しい学習指導
要領では，「問題解決的な学習」，「道徳的行為に関す
る体験的な学習」を適切に取り入れることが謳われ
ています。また，平成28年に，道徳教育に係る評
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価等の在り方に関する専門家会議から出された報告
書では，「質の高い多様な指導方法」として，この
二つに加えて「読み物教材の登場人物への自我関与
が中心の学習」が取り上げられています。これらは

「多様な指導方法の一例」であるとも書かれており，
今まで以上に，多様なアプローチを導入することが
認められています。先生方の工夫次第で，さまざま
な授業展開が可能なのです。
　「読み物教材の登場人物への自我関与が中心の学
習」は，従来の心情理解中心の授業展開でも可能で
す。ただし，自我関与の部分では，今まで以上の工
夫が求められるのではないでしょうか。物語の世界
で学んだことも，自分ごととして考え始めると，ま
た違った答えが導かれることもあります。きれいご
とだけで終わらせず，生徒自身の行動の変容にまで
つながるような工夫が求められます。
　「問題解決的な学習」は，これまではあまり十分で
はなかったといえます。もちろん，話し合いを用い
た授業はよく行われていたわけですが，問題解決に
向かって議論を深めていくようなスタイルとは違っ
ていました。今後は教科書の中にも，こうした学習
スタイルで使うことのできる教材が収められます。
　「道徳的行為に関する体験的な学習」では，役割
演技やスキルトレーニングが利用されます。役割演
技については，これまでも用いられていましたが，
どちらかといえば，資料理解に資する手法として活
用されていたように思います。今後は，もう少し活
用範囲が広がるのではないでしょうか。たとえば，
教材の一場面を再現する役割演技ばかりではなく，
問題解決のために役割演技を行うなどの用いられ方
も多くなるのではないでしょうか。スキルトレーニ
ングについては，従来は，道徳の時間に用いるべき
ではないと考える方が多かったようです。しかし，

道徳教育が心を育てるものだとしても，それが行動
にまでつながらないとしたなら，道徳教育として十
分なものではありません。内面も外面も育成するこ
とが求められるのです。
　教材については，学習指導要領では，「生徒の発
達の段階や特性，地域の実情等を考慮し，多様な教
材の活用に努めること」と記されており，生徒たち
が問題意識をもって考えることができるような教材
を開発したり活用したりすることが留意点として示
されています。とはいえ，教科になりましたので，
教科書があります。教科書は使用義務がありますか
ら，教科書の教材を用いたうえで，補助的に，自作
資料を用いたり，他の物語を活用したり，新聞記事
を使ったりするということになります。

世界に向けて発信できるような授業実践を！

　道徳教育は，特定の道徳的価値観を押しつけるだ
けのものであってはなりません。それが民主主義社
会においても社会秩序を維持するために必要なもの
であることを，子どもたちが主体的に理解したうえ
で，みんなで考え，議論しながら学ぶべきものだと
私は考えます。
　だからこそ，よりよい社会をつくっていくために
何が必要なのかを考えたうえで，そのために必要な
授業実践を行うべきです。今回の教科化では，多様
な指導方法が求められている点で，そうした取り組
みが可能になっています。
　日本の授業研究は，諸外国に比べて優れていると
いわれています。これは，先生方が日々の実践にお
いて工夫を重ねていることの結果であると思いま
す。道徳科授業についても，世界に発信できるよう
な実践を進めていただきたいと願っています。
　

3教育出版　とびだそう未来へ　創刊号



　小学校では平成30年度から，中学校では平成31
年度から「特別の教科　道徳」（道徳科）が始まり
ます。なぜ，「特別の」という冠がついているのでしょ
うか。
　昭和33年の学習指導要領解説では，教科には ⑴
教員免許状，⑵ 教科用図書（検定教科書），⑶ 評
点による成績評価があるとしており，その考え方を
踏襲すると，新しい道徳を他の教科と同じと考える
ことはできません。
　また，道徳教育は各教科，総合的な学習の時間や
特別活動においても行うものであり，道徳科は，そ
れら学校教育全体で行われる道徳教育の「要」とし
て位置づけられているのです。

　教育基本法第一条には，教育の目的として「教育
は，人格の完成を目指し，平和で民主的な国家及び
社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに
健康な国民の育成を期して行われなければならな
い」と規定されています。この「人格の完成」の基
盤となるのが道徳教育です。人間観，世界観など，
人として他者と関わり生きていくうえで必要なこと
が凝縮されています。
　それでは，道徳教育が目ざすものはなんでしょう
か。それは道徳性の育成です。新学習指導要領の第
１章総則では，次のように示されています。
　「道徳教育は，教育基本法及び学校教育法に定め
られた教育の根本精神に基づき，自己の生き方を考

え，主体的な判断の下に行動し，自立した人間とし
て他者と共によりよく生きるための基盤となる道徳
性を養うことを目標とすること。」（中学校学習指導要

領「第１章総則　第１ 中学校教育の基本と教育課程の役割２⑵」

より。下線は編集部。）

　さらに道徳科の「目標」では，より具体的な記述
がされています。
　「第１章総則の第１の２の ⑵ に示す道徳教育の
目標に基づき，よりよく生きるための基盤となる道
徳性を養うため，道徳的諸価値についての理解を基
に，自己を見つめ，物事を広い視野から多面的・多
角的に考え，人間としての生き方についての考えを
深める学習を通して，道徳的な判断力，心情，実践
意欲と態度を育てる。」（「第３章特別の教科 道徳　第１目

標」より。下線は編集部。）

　人間は道徳性を有することで，本来的なあり方生
き方を通してなされる諸々の道徳的行為を可能にし
ています。「特別の教科　道徳」を実施することに
より，次代を担う子どもたちの道徳性を養うことが
求められています。

●いじめの問題

　これまでも「道徳の時間」はあったのに，なぜい
ま道徳は「特別の教科」になるのでしょうか。
　その理由の一つに，いじめの問題があります。い
じめはよくないことである，ということはほとんど
の生徒がわかっています。しかし複数の人間がいる
以上，そこにはなんらかの格差が生じたり，グルー
プ化が進んだりして異なる他者が生まれてきます。
いじめを苦にして自ら命を絶つ痛ましい事件が繰り
返し起きていることから，国は平成25年に教育再
生実行会議を立ち上げ，「いじめ問題等への対応に
ついて」の提言をまとめました。平成28年11月，
当時の文部科学大臣は次のメッセージを出します。
―いじめられた子供は，学校に通えなくなった
り，心身の発達に重大な支障を生じたり，尊い命が

道徳科はなぜ「特別の教科」なのか

道徳教育が目ざすもの

教科化の背景
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絶たれるという痛ましい事案も発生しています。い
じめた子供も，法律又は社会のルールに基づき責任
を負わなければならない場合があるとともに，その
心に大きな傷を残します。「いじめのつもりはなかっ
た」，「みんなもしていたから」ではすみません。また，
いじめられている子供を見ていただけの周囲の子供
も，後悔にさいなまれます。
　子供たちを，いじめの加害者にも，被害者にも，
傍観者にもしないために，「いじめは許されない」
ことを道徳教育の中でしっかりと学べるようにする
必要があります。―（「いじめに正面から向き合う『考え，

議論する道徳』への転換に向けて」より一部抜粋。）

　道徳教育の実効性が，強く求められています。

●道徳教育が抱える課題

　教育再生実行会議の提言を受けて，「道徳教育の
充実に関する懇談会」が文部科学省に設置されまし
た。道徳教育の課題と教科化に向けた活発な議論の
なかで，次のような指摘がなされました。
量的課題
・ 歴史的経緯に影響され，いまだに道徳教育そのも

のを忌避しがちな風潮がある。
・ 他教科に比べて軽んじられ，他の教科等に振りか

えられている。
質的課題
・ 教員をはじめとする教育関係者にも道徳教育の理

念が十分に理解されておらず，効果的な指導方法
も共有されていない。

・ 道徳教育に関する理解や道徳の時間の指導方法に
ついて，地域や学校，教師間の差が大きい。

・ 授業方法が読み物の登場人物の心情を理解させる
だけなどの型にはまったものになりがちである。

・ 学年が上がるにつれて，道徳の時間に関する児童
生徒の受け止めがよくない状況にある。

　これらの議論を受けて平成27年3月，学習指導
要領が一部改正，告示され，道徳は「特別の教科」

として位置づけられました。教科になると，これま
でとはどのようなことが変わるのでしょうか。
履修の義務
　小学１年生は年間34時間，小学2年生から中学3
年生までは年間35時間の授業を行うことが義務づ
けられます。（⇒量的課題の解消）
検定教科書の使用義務
　主たる教材として，検定教科書を使用することが
義務づけられます。これまで学校や自治体ごとに開
発してきた教材も活用し，実のある授業を行う必要
があります。（⇒質的課題の解消）
評価の導入
　教科化すると，評価も導入されます。道徳科にお
いても，評価は，生徒が自らの成長を実感し意欲の
向上につなげるために，教員が生徒の学習状況を把
握しその結果を踏まえ自らの指導について改善を行
うために，必要なものです。新学習指導要領解説で
は評価についての記述が充実し，評価の意義や考え
方として，次のようなことが示されています。
・ 道徳性は，生徒の人格全体に関わるものであり，

数値などによって不用意に評価してはならない。
・ 生徒の学習状況や道徳性に係る成長の様子を様々

な方法で捉えて，個々の生徒の成長を促すととも
に，それによって自らの指導を評価し，改善に努
める。

・ 他の生徒との比較による評価ではなく，生徒がい
かに成長したかを積極的に受け止めて認め，励ま
す個人内評価として記述式で行うこと。

・ 個々の内容項目ごとではなく，大くくりなまとま
りを踏まえた評価とすること。（下線は編集部。）

　さらに，評価に当たって重視すべき点として次の
ようなことが挙げられています。
・ 他者の考え方や議論に触れ，自律的に思考する中

で，一面的な見方から多面的・多角的な見方へと
発展しているか。

・ 道徳的価値の理解を自分自身との関わりの中で深
めているか。

教科化すると，ここが変わる4
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　グローバル化が進む現代社会では，さまざまな文
化や価値観を背景とする人々と相互に尊重し合いな
がら生きる力―自分の考えを説明し，理解し合う
ための資質・能力が必要です。
　また，技術革新に伴うコミュニケーションや対人
関係の変化により，新たな倫理的問題が生じていま
す。とくにスマートフォンなどの情報機器が広く使
われることで生じる，これまでとは異なるさまざま
な問題に，対応する力も求められます。
　さらに，かつてないスピードで少子高齢化が進み，
家庭や地域の状況も変化している日本社会において
は，誰も経験したことのない状況下での，社会の持
続・発展が求められています。経済活動を支える労

働年代の減少により，産業の構造，経済の環境など
が大きく変化することが予想されます。
　こうした予測困難な時代を生きていく子どもたち
には，自らの人生や社会における答えが定まってい
ない問いを受け止め，多様な他者と議論を重ねて探
究し，「納得解」を得るための資質・能力が求めら
れます。こうした資質・能力の育成のために，道徳
教育はますます重要になっているのです。
　「多様な価値観の，時に対立がある場合を含めて，
誠実にそれらの価値に向き合い，道徳としての問題
を考え続ける姿勢こそ道徳教育で養うべき基本的資
質である」との中央教育審議会答申（「道徳に係る教育

課程の改善等について」平成26年10月）を踏まえ，平成
27年3月に一部改正された学習指導要領は，「発達
の段階に応じ，答えが一つではない道徳的な課題を
一人一人の生徒が自分自身の問題と捉え，向き合う

『考える道徳』，『議論する道徳』へと転換を図るも
のである」ことが解説に示されています。

　道徳の授業を，こうした資質・能力を身につける
ことができる，また実効性のあるものにするために，
どのような工夫をすればよいのでしょうか。
　下の三つは，多様な指導方法の一例として，道徳

「考え，議論する道徳」
に向けて

2

未来を切り拓いていく子どもたちに
求められる資質・能力

質の高い多様な指導方法
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教材の登場人物の判断や心情を
自分との関わりで多面的・多角
的に考えることなどを通して，道
徳的諸価値の理解を深める。

問題解決的な学習を通して，道徳的な
問題を多面的・多角的に考え，児童生
徒一人一人が生きる上で出会う様々
な問題や課題を主体的に解決するた
めに必要な資質・能力を養う。

役割演技などの疑似体験的な表現活
動を通して，道徳的価値の理解を深
め，様々な課題や問題を主体的に解決
するために必要な資質・能力を養う。

学習指導要領においては，道徳科の目標を「道徳性を養うため，道徳的諸価値についての理解を基に，自己をみつめ，物
事を（広い視野から）多面的・多角的に考え，自己（人として）の生き方についての考えを深める学習を通して，道徳的な
判断力，心情，実践意欲と態度を育てる」と定めている。この目標をしっかり踏まえたものでなければ道徳科の指導とは
言えない。

道徳科における質の高い多様な指導方法について（イメージ）

（道徳教育に係る評価等の在り方に関する専門家会議「『特別の教科　道徳』の指導方法・評価等について（報告）」より一部抜粋。）
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教育に係る評価の在り方に関する専門家会議の「報
告」で示されたものです。
　多様な指導方法の導入が推奨されていますが，こ
れらの指導方法は型として決められたものではない
ことに注意しなければなりません。学校・学級の状
況を踏まえ，授業の主題に応じた適切な指導方法を
効果的に用いることが大切です。そのために，教材
研究をする際にも指導方法を念頭に置くことが必要
になります。
　逆にいえばこの教材であればこのような指導をす
べき，というような固定観念を捨て，柔軟な態度で
道徳教材に向き合うことが大切になります。もちろ
ん，生徒の発言によって授業の方向修正をすること
も必要になってきます。
　道徳授業は生徒の心を耕す貴重な時間です。道徳
授業には正答がないことはいうまでもありません。
しかし，正答が決まっていない課題だからこそ，生
徒とともに「考え，議論する」ことができます。そ
して日々の研鑽の積み重ねにより，「考え，議論する」
授業を展開することができ，「特別の教科　道徳」
の存在意義を強くアピールできるのです。

　平成29年3月に告示された新学習指導要領は，
小学校では平成32年度，中学校では平成33年度か
ら全面実施されます。今回の改訂では，「何を学ぶか」
という学習内容の見直しにとどまらず，「何ができ
るようになるか」を明確化し，「どのように学ぶか」
を工夫することが求められています。
　資質・能力の三つの柱（知識・技能，思考力・判
断力・表現力，学びに向かう力・人間性等）をバラ
ンスよく育み子どもたちの学びの質を高めていくた
めに，「どのように学ぶか」については，「主体的・
対話的で深い学び」の視点からの学習過程の改善が
求められているのです。
　「生徒が各教科等の特質に応じた見方・考え方を
働かせながら，知識を相互に関連付けてより深く理
解したり，情報を精査して考えを形成したり，問題

を見いだして解決策を考えたり，思いや考えを基に
創造したりすることに向かう過程を重視した学習の
充実を図ること。」（中学校学習指導要領「第１章総則　第

３ 教育課程の実施と学習評価１主体的・対話的で深い学びの実

現に向けた授業改善⑴」より一部抜粋。）

　新学習指導要領のこうした考え方を先取りして教
科化された道徳科においては，「考え，議論する道徳」
への転換を目ざすことが，道徳科の特質に応じた「主
体的・対話的で深い学び」を実現することになりま
す。
　道徳授業の質をより高め，教育活動全体を通じて
行う道徳教育の要の役割を果たしていくためには，
指導方法や教材の選定だけでなく，学校や日常生活
での体験や各教科等とのつながりを意識し，相互の
関連を図ることも大切です。指導体制の構築，指導
計画の作成，体験活動の充実，家庭や地域との連携
など，学校全体で取り組んでいきましょう。

「主体的・対話的で深い学び」の実現

● 学ぶことに興味や関心を持ち，自己のキャリア形成

の方向性と関連付けながら，見通しを持って粘り

強く取り組み，自己の学習活動を振り返って次に

つなげる「主体的な学び」が実現できているか。

● 子供同士の協働，教職員や地域の人との対話，先哲

の考え方を手がかりに考えること等を通じ，自己

の考えを広げ深める「対話的な学び」が実現でき

ているか。

● 習得・活用・探究という学びの過程の中で，各教科

等の特質に応じた「見方・考え方」を働かせながら，

知識を相互に関連付けてより深く理解したり，情報

を精査して考えを形成したり，問題を見いだして解

決策を考えたり，思いや考えを基に創造したりする

ことに向かう「深い学び」が実現できているか。

「主体的・対話的で深い学び」の実現のための視点

3
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現場の声を前向きに変えよう

　いよいよ「特別の教科　道徳」が始まります。学
校現場ではさまざまな声が飛び交っています。「今
までの道徳授業と比べてどう変わるのだろうか」「ど
んな教科書ができるのだろう」「道徳の評価では何
を書けばよいのだろう」といった不安の声がありま
す。「『自我関与が大切』と言われているのだから，
今までのような普及型（以前は基本形と言われてい
た型）をやればよい」という，以前の指導法にこだ
わる声もあります。「今までの道徳と変わらないら
しいよ。力を入れなくても……」という消極的な声
もあります。残念ながら「これでますます道徳授業
に力を入れられる。わくわくします」という積極的
な声ばかりではないのです。
　いやいや，それはもったいないことです。生徒と
ともに考える，生徒の心が豊かになる，学級内の生徒
同士，生徒と教師間の信頼関係が高まっていく―
そうした道徳の授業をいっそう充実させる，道徳の
教科化は絶好の機会です。また，新学習指導要領が
示している三つの資質・能力のうち，「学びに向か
う力・人間性等」の中核をなすであろう「特別の教
科　道徳」ですから，もっと前向きに捉えていきま
しょう。教科化に対する不安の声は，「だからこそ，
多様な教材や展開，指導法に現場先行で挑戦してみ
よう」という声に変えていくのです。普及型の呪縛
から抜け出せないという声は，「自分自身の指導のあ
り方の幅を広げてみよう。新たな指導法にチャレン

ジしよう」という声に変えていくのです。消極的な
声は，「教科だから授業をしなければならない。ど
うせするなら児童生徒のためになる，そして教師自
身も楽しめる授業をしよう」という声に変えていく
のです。それらの目ざすべき方向をひと言で表すと，

「考え，議論する」道徳科の授業づくりになります。

生徒が主体的に道徳的価値を追求する授業

　先日，次のような授業を助言者の立場で参観しま
した。中学３年生の授業で，教材は副読本の「白球
の軌跡」（正進社），ねらいは「友情，信頼」でした。
あらすじは，プロ野球チームの監督が尊敬し信頼し
てきた選手が年齢的な衰えから成績不振になったと
き，それでも彼の出場を望むファンの声に応えて起
用すべきか，すべきでない（勝つことを優先させる）
か，監督が葛藤するというものです。「考え，議論
する道徳」の授業を展開しようとすると，道徳的価
値である「友情，信頼」と，経営的な判断での悩み
の対立を扱わざるを得なくなるという教材としての
課題をもっていました。しかし授業者は，「自分の
学級の子どもたちの実態からは，この教材こそ道徳
的価値を伝えることができる」という情熱をもって
この教材を選んでいました。  
　普及型ならば，悩む監督の気持ちを追いながら選
手を信頼していくことに導いていきます。しかしこ
の授業では，「選手として起用するかしないか」を
理由とともに生徒から自由に出させ，「チームが優
勝できなかったときにこの選手の責任にされるのは

時は来た！ 生徒のための
道徳科授業への挑戦

桃
も も

﨑
さ き

 剛
た け

寿
と し

　熊本市立白川中学校校長

連載第1回 「考え，議論する」道徳科の授業づくりのヒント
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避けたいから起用しないという考えも，このままで
は終わりたくないという気持ちがきっとあるから起
用するという考えも，どちらも監督がこの選手のこ
とを大切に思う気持ちなんだね」のように，価値付
けをして深めていきました。心の数直線（左への向
きを「起用する」，右への向きを「起用しない」，中
心を「どちらか決められない」とし，思いの強さに
応じてその線上にネームプレートを置くツール）や，
ミニホワイトボードを媒体とし，積極的に対話させ
ていました。
　このように一般的な読み物教材でも「予定調和で
終わる道徳授業」ではなく，生徒が主体的に道徳的
価値を追求する授業が実現できます。

「考え，議論する道徳」とは

　「考え，議論する道徳」とは，「多様な価値観の，
時には対立がある場合を含めて，誠実にそれらの価
値に向き合い，道徳としての問題を考え続ける姿勢
こそ道徳教育で養うべき基本的資質であるという認
識に立ち，発達の段階に応じ，答えが一つではない
道徳的な課題を一人一人の児童生徒が自分自身の問
題と捉え，向き合う」道徳です（中央教育審議会答申「幼

稚園，小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校の学習指導

要領等の改善及び必要な方策等について」平成28年12月）。
学校現場には「議論する」という言葉に違和感をもっ
ている方もいますが，ここでは「相手と議論する」
ことは意味していません。そしてこの「考え，議論
する道徳」を実現するために先に引用した文章を分
解していくと，「教材」「展開」「活動」という三つ
のキーワードが見えてきます。
　「考え，議論する道徳」を実現するには，
•「多様な価値観の，時には対立」のある「教材」

が必要です。そのように誘う「展開」にして「活
動」を仕組むこともあるでしょう。

•「誠実にそれらの価値に向き合い」たくなるよう
な「教材」の魅力が必要です。

•「考え続ける」には，思考を持続させる「展開」
の工夫が必要です。「活動」を入れることも工夫

の一つです。
•「発達の段階に応じ」た，「答えが一つではない」

ような「教材」が必要ですし，そのような「展開」
も必要です。

•「自分自身の問題と捉え，向き合う」ことができ
るような「展開」が必要です。

「教材」「展開」「活動」をどうすればよいか

　「教材」「展開」「活動」の三つについて，もう少
し詳しくお話ししましょう。
　まずは「教材」を厳選することです。「生徒が自
分の問題として真剣に考えたくなる魅力的な教材」
なのかどうかを見極めます。また，主たる教材とし
ての教科書の使用に加え，現場には教材開発の努力

（教師の主体性）が求められています。
　次に，生徒がわくわくするような授業「展開」の
工夫をします。従来型も可能ですがワンパターンで
は弊害があります。教材の中でいちばん生徒に気づ
かせたいところを定め，生徒と教材が感動的に「驚
き」をもって出会えるよう構成します。自分を「顧
みる」学びも，展開の後半に置くとは限りません。
さまざまなバリエーションをもたせ生徒の思考を活
性化させます。
　三つめは，協働的な学び等の「活動」を取り入れ
ることです。現場では教師の説明中心の授業がまだ
多く見られ，生徒は受け身になっています。感動も
薄くなり，思考や意欲も低下します。また，協働的
な学びがないと，多面的・多角的な学びが弱くなり
ます。実は，簡単に気軽に取り入れられる手法があ
ります。子どもに任せるときは勇気をもって任せる
ことです。子どもなりの納得解を導いていけばよい
のです。そのような「子どもを信じる」教師の姿勢
は生徒の自尊感情を高め，自由で真剣な学びを引き
出します。そしてそれは必ずねらいに結びつきます。
　次の号から，これら「教材」「展開」「活動」の三
つの切り口から「考え，議論する」道徳科の授業づ
くりのヒントを具体的に示していきます。
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自分ごととして捉えるために

　いじめを相談するとき，生徒は自分自身が教師に
叱られるのではないかという不安をもつことがあ
る。それは「いじめはいじめられる側にも原因があ
る」という教室の空気や，根強く残る社会の風潮に
由来している。
　いじめをなくすためには，いじめはいじめる側が
100％悪いという信念を教師がもつことが必要だ。
世の中の犯罪は被害者がいるから起こるのではな
い。加害者がいるから起こるのだ。たとえいじめら
れる側の要因を変えたとしても，いじめる側は違う
理由を探したり，別のターゲットを探したりするだ
けである。いじめる生徒がいるから，いじめが起こ
る。いじめをなくすためには，「いじめはする側が
100％悪い」という徹底した指導の軸をもつことが
求められる。
　いじめをテーマとした道徳授業を行うと，生徒は

「何があってもいじめはいけないことだと思います」
といった感想を書く。一般論としてそう考えること
ができても，いざ実際に自分がかかわることになる
と「いじめられる側が悪い」という気持ちは捨てき
れない。生徒の心に響かせ，自分がどんな立場にあっ
ても「いじめはいけないことだ」と考えられるよう
にするのは難しいものだ。
　なぜなら人を攻撃したいという気持ちになること
は，誰にでもあるからである。ストレスが溜まった
とき，イライラしたとき，そんな気持ちになること
は誰にでもある。そしてそれを相手に原因があるせ

いだとして自分を正当化できたり，他の人もしてい
ると罪悪感を薄めたりすることができれば，いじめ
へのハードルは下がる。
　また，中学生になると多くの生徒が無視や悪口，
からかいといった行為の被害に遭っている。「あん
な思いを二度としたくない」という気持ちが，いじ
める側になることを選ばせることもある。
　生徒が自分ごととして，いじめをなくしたいと本
気で考えるようになるためには，「自分自身のいじ
めにつながる気持ちに向き合う」「いじめられる側
の気持ちに共感する」「自分自身がいじめをなくす
ためにできることに気づく」ことが大切である。 

変わるべき人は
誰でしょう

いじめをなくす道徳授業

千
ち ば

葉 孝
こ う

司
じ

　音
おとふけ

更町立音更中学校教諭

内容項目　C-11　公正，公平，社会正義
本時の目標　いじめはいじめる側の問題だという

認識をもち，自分たちができることを考えるこ
とを通じて，いじめのない学級を築いていこう
とする心情を育む。

本時の展開　◉…教師の主な発問・指示等　◆…生徒の活動

◉「あなたは，人に意地悪をしたいという気持ち
になったことがありますか。」

「それは，どういうときですか。」
「そんな自分の気持ちについてどう考えます
か。」
意地悪という言葉を使い，誰でも答えやすくす
る。いじめを正当化したいという気持ちに気づ
かせる。「いじめをしたくなる気持ちになるこ
とは誰にでもあるよね」と受容する。意見は板
書する。 

◉「メジナという魚は，海の中では仲よく泳いで
います。狭い水槽に入れると1匹を攻撃し始め
ます。攻撃されてけがをしたメジナを別の水槽
に移すと，残ったメジナはどうなるでしょう。」

展開１ いじめが加害者側の問題であることに気づく。

導入 自分自身のいじめにつながる気持ちに気づく。

道徳授業「変わるべき人は誰でしょう」

連載第1回
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　あなたがしたことを思いつくかぎり書いてみま
しょう。

わたしは友人を助けるために
 をしました。
わたしは友人を助けるために
 をしました。

（以下繰り返し）

生徒の意見を聞いたあと，「残ったメジナは他
の1匹を攻撃し始めます。そしてその攻撃され
たメジナを別の水槽に移しても，また次の1匹
が攻撃されるそうです。」と伝える。 

◉「いじめの本当の原因を探しましょう。」と次
の活動を促す。

◆ワークシート①に個人で記入する。

◆グループで交流し，学級の中にも見られる「いじ
めが続く理由」をワークシートから探し発表する。

◉「小さなことから始めても，それが大きな力に
なることもあります。大切なのは皆さんの意志
です。」と次の活動を促す。

◆ワークシート②に個人で記入する。

◆グループで交流し，実際に皆で取り組みたいこ
とを発表する。（実践では，生徒たちは自分ご
ととして考え，前向きで感動的な意見を発表し
ていた。）

◉「私は人間ですから，誰かを攻撃したいという
気持ちになることはあります。皆さんの中のそ
ういう気持ちも否定しません。でも，その気持
ちのままに誰かをいじめることは許せません。
でないと，皆さんの中の誰かがいじめられて
も，仕方がないということになるからです。誰
かがいじめられたら，とても胸が苦しくつらい
思いになります。皆さんの心が水槽のように狭
ければ，クラスにいじめが起きるでしょう。皆
さんの心が海のように広ければ，いじめは起き
ないでしょう。」

◆「いい日になれ」（詞・曲・歌：いとたい）を
聴き，感想を書く。

　歌詞にある「イジメられる側にも　原因がある
と言う奴　例えあったとしても　イジメていい理
由にはならないだろ」「イジメられる側にも原因
があると言う奴　100対0の比率で　あちらさん
側に原因があります　0対100の比率で　君は何
も悪くないよ」というメッセージは，生徒の心を
強く動かす。

「さかなのなみだ」さかなクン　リヨン社　2007年
「いい日になれ」いとたい／いとたいブログ（https://
www.youtube.com/watch?v=3N-DOtzZ7hI&feature 
=youtu.be）  

授業で使用した資料

終末 教師の説話を聞く。曲を聴き感想を書く。

展開２ いじめの本当の原因について考える。

　クラスでいつも動きが人よりワンテンポ遅いA
君。そのことを指摘し注意していた周囲の人から，
いつのまにか，いじめられるようになりました。
そこでA君は努力して，みんなと同じペースで
動くようになりました。それでもクラスの中のい
じめはなくなりません。
　その理由を思いつくかぎり書いてみましょう。

なぜならそれは
 からです。
なぜならそれは
 からです。

（以下繰り返し）

　あなたのクラスで，あなたの大切な友人が，み
んなに無視されたり，悪口を言われたりするよう
になってしまいました。あなたは友人のつらい気
持ちをそのままにしておけません。あなたは努力
して，クラスの中のいじめをなくすことに成功し
ました。

道徳ワークシート①

道徳ワークシート②

展開3 いじめをなくすためにできることを考える。
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（1）新学習指導要領の趣旨の実現と
カリキュラム・マネジメント

　次に，第１章総則の「第５　学校運営上の留意事
項　１　教育課程の改善と学校評価等（※中学校は
教育課程の改善と学校評価，教育課程外の活動との
連携等）」で，次のように示されている。

　新学習指導要領の実施（小学校は平成32年度，
中学校は平成33年度から全面実施）に向け，改訂の
ポイントとともにカリキュラム・マネジメントの考え
方を早急に普及し，各学校において適切な取り組み
が進められるようにすることが課題となっている。

　平成28年12月21日の中央教育審議会答申を踏ま
え，新しい小学校学習指導要領や中学校学習指導要
領が平成29年3月31日に告示された。新学習指導
要領では，「社会に開かれた教育課程」の実現を図
るという理念のもと，子どもたちが新しい時代を切
り拓いていくために必要な資質・能力の育成が目ざ
されている。そうした新学習指導要領の趣旨を実現
するための重要な柱として，子どもたちが主体的・
対話的で深い学びができるようにする「授業改善」
とともに，各学校における「カリキュラム・マネジ
メント」の確立が求められている。
　新学習指導要領では，第１章総則において，カリ
キュラム・マネジメントについて２か所にわたって
記述されている。まず，第１章総則の「第１　小学
校（中学校）教育の基本と教育課程の役割」では，
次のように示されている。

４　各学校においては，児童（生徒）や学校，地域の実
態を適切に把握し，教育の目的や目標の実現に必要
な教育の内容等を教科等横断的な視点で組み立てて
いくこと，教育課程の実施状況を評価してその改善

を図っていくこと，教育課程の実施に必要な人的又
は物的な体制を確保するとともにその改善を図って
いくことなどを通して，教育課程に基づき組織的か
つ計画的に各学校の教育活動の質の向上を図ってい
くこと（以下「カリキュラム・マネジメント」という。）
に努めるものとする。

ア　各学校においては，校長の方針の下に，校務分掌に
基づき教職員が適切に役割を分担しつつ，相互に連
携しながら，各学校の特色を生かしたカリキュラム・
マネジメントを行うよう努めるものとする。また，各
学校が行う学校評価については，教育課程の編成，実
施，改善が教育活動や学校運営の中核となることを
踏まえ，カリキュラム・マネジメントと関連付けな
がら実施するよう留意するものとする。

いま 求 められ る
カリキュラム・マネジメント1

カリキュラム・マネジメントと
道徳教育
吉
よ し

冨
と み

 芳
よ し

正
ま さ

　明星大学教育学部教授
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を図る一連のPDCAサイクルを確立すること。
③　教育内容と，教育活動に必要な人的・物的資源

等を，地域等の外部の資源も含めて活用しながら
効果的に組み合わせること。

　こうした三つの側面に示されている事柄は，どの
学校でもすでにある程度は行われているが，それら
が意図的，計画的，組織的に行われ，学校の教育目
標の実現に結びついているかどうかが問われてい
る。今回の学習指導要領では，子どもたちがよりよ
い人生や社会を創造できる資質・能力の育成を目ざ
すうえで，特に①の側面が強調されている。
　さらに，各学校においてカリキュラム・マネジメ
ントの確立を進めるうえで，田村によるカリキュラ
ムマネジメント・モデル（図）が役に立つ。これは，
カリキュラム・マネジメントの要素として，ア．教
育目標の具現化，イ．カリキュラムのＰＤＣＡ，ウ．
組織構造，エ．学校文化，オ．リーダー，カ．家庭・
地域社会等，キ．教育課程行政を挙げ，それらの構
造や相互の関係を視覚的に示したものである。教職
員が自校の教育活動や経営活動の全体を俯瞰し，こ
のモデルの上に学校の現状を書き出して検討するこ
とで，自校のよさを生かし課題の解決に取り組む着
眼点を見いだすことができる。

　カリキュラム・マネジメントとは，学校の教育目
標を実現するため，教育活動と経営活動とを関連付
けて，計画・実施・評価・改善の過程を循環させ，
学校内外の資源を最大限に活用しながら教育の質を
高めていくことである。カリキュラム・マネジメン
トを効果的に進める鍵は，関係する諸要素を「つな
げる」ことである。
　カリキュラム・マネジメントの捉え方について
は，中央教育審議会答申で次の三つの側面が提示さ
れている。上述の，新学習指導要領の第１章総則第
１における記述は，これらを簡潔に要約したものと
なっている。
①　各教科等の教育内容を相互の関係で捉え，学校

の教育目標を踏まえた教科横断的な視点で，その
目標の達成に必要な教育の内容を組織的に配列し
ていくこと。

②　教育内容の質の向上に向けて，子どもたちの姿
や地域の現状等に関する調査や各種データ等に基
づき，教育課程を編成し，実施し，評価して改善

（2）カリキュラム・マネジメントの
考え方

図　田村によるカリキュラムマネジメント・モデル
（田村知子・村川雅弘・吉冨芳正・西岡加名恵編著『カリキュラムマネジメント・ハンドブック』ぎょうせい，2016年）

⑩連携・協働

①反映

③相互関係 ⑤相互関係

⑥影響

④相互関係

⑦リーダーシップ

⑧リーダーシップ ⑨リーダーシップ

②成果

⑪規定・支援

教育活動
（基軸は連関性）

経営活動
（基軸は協働性）

カ. 家庭・地域社会等

ウ. 組織構造
（人，物，財，組織と運営，時間，情報など）

エ. 学校文化＋個人的価値観
（組織文化，カリキュラム文化，生徒文化，校風文化）

ア. 教育目標の具現化

イ. カリキュラムのPDCA

オ. リーダー

法令・学習指導要領等
実態把握
課題設定

C評価

D実施 P計画

A改善

校
外

学
校
内

キ. 教育課程行政

単元や授業のPDCA
C評価

D実施 P計画

A改善
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置付け，さまざまな要素をつなげる意識を持ちなが
ら道徳教育の質の向上を図っていくことが求められ
ているのである。
　各学校が進めてきた道徳教育の全体像や具体的な
取り組みを振り返り，新学習指導要領の下でそれら
の意義を問い直し，継続すべきこと，見直すべきこ
とを一体的に整理していくことがカリキュラム・マ
ネジメントの出発点となる。

　新学習指導要領では，子どもたちがよりよい人生
や社会を創造する資質・能力の育成が目ざされ，各
教科等の目標や内容を貫いて「知識・技能」「思考
力・判断力・表現力等」「学びに向かう力・人間性等」
の三つの柱で整理されている。道徳教育で養う道徳
性や内容は，それらの資質・能力と密接に関わって
いる。中でも，道徳性と関わりが深いと考えられる

「学びに向かう力・人間性等」は，他の二つの柱の
資質・能力を高める基盤となったり，それらをはた
らかせる方向付けに関わったりする。
　こうしたことを踏まえると，学校の教育目標や道
徳教育の重点目標等の設定に当たっては，「知・徳・
体」という捉え方や，三つの柱で整理された資質・
能力が関わり合って子どもたちがよりよい人生や社
会を創造していくという視点をもって，それらをバ
ランスよく，かつ統合的に育成するように構想して
いくことが求められる。
　このような考え方に立ち，道徳教育の全体計画で

　道徳教育については，学校の教育活動全体を通じ
て行うという特質から，カリキュラム・マネジメン
トの考え方を生かしてその充実を図る必要がある。
子どもたちがよりよく生きるための基盤となる道徳
性を養うことを目標とする道徳教育は，その目ざす
ところが学校の教育目標に織り込まれ，特別の教科
道徳を要として各教科等での取り組みを横断的に，
また各学年での取り組みを縦断的に貫いて展開され
る。さらに，道徳教育は，子どもたちの学校内での
学習や生活にとどまらず，家庭や地域での生活，大
人や社会との関わりなども視野に置くことが求めら
れる。そうして，学校内外の資源を効果的に活用す
ることに配慮しながら，道徳教育のよりよい在り方
を常に求め続け，動態的に改善を図っていくことが
重要である。
　カリキュラム・マネジメントについては，例えば，
道徳教育の全体計画に加えて，さらに「カリキュラ
ム・マネジメント」という名前の計画を作成し実施
しなければならないわけではない。これまで行うべ
きことを行ってきた学校については，特別に新たな
ことを付加するものではない。新学習指導要領では，
道徳教育を進めるうえで必要な事項が「第１章 総
則」や「第３章 特別の教科 道徳」にわたって示さ
れている。それらを踏まえ，カリキュラム・マネジ
メントの考え方を生かして，各学校において行うべ
きことを学校の教育活動と経営活動の中に適切に位

道 徳 教 育に 関 わ る
カリキュラム・マネジメント2

（1）道徳教育に関わる
カリキュラム・マネジメントの重要性

（2）全体の構造化・体系化と
学びが成り立つ工夫
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工夫し，道徳教育推進教師を中心とした指導体制を
充実すること。」（「第３章特別の教科道徳　第３　指
導計画の作成と内容の取扱い２（1）」より抜粋）な
どが示されている。校長は，道徳教育を学校経営の
柱の一つに据え，学年や教科等の経営，生徒指導，
校内研修などをつないで充実を図るよう組織体制や
運営の工夫を行うことが求められる。
　その際，道徳科の授業に自信がある教師ばかりで
はない中で，授業の計画・実施と校内研究を一体的
に捉えて展開することが大切である。学校としてポ
イントを明確にし，授業の計画や展開，教科書をは
じめ教材・教具の工夫等に着実に取り組んでいくこ
とである。優れた実践の情報を学校全体で共有し，
次の授業に生かし合うようにしたい。
　「社会に開かれた教育課程」の実現を図るという
理念，そして道徳教育は，その考え方を学校と家庭
や地域，そして社会全体が共有し，連携・協働する
ことでよりよく実現される。実際，子どもたちや教
育をめぐる課題のすべてを学校だけで解決すること
は困難である。道徳教育を柱の一つにしながら，子
どもたちと教職員でよりよい未来を創造しようとす
る前向きな学校の文化を創っていくことは，学校か
らさまざまな情報を積極的に提供しはたらきかけて
いくこととあいまって，家庭や地域の教育の在り方
に好ましい影響を及ぼしていくと考える。

【参考文献】
田村知子・村川雅弘・吉冨芳正・西岡加名恵編著

『カリキュラムマネジメント・ハンドブック』ぎょ
うせい，2016年

は，重点目標，道徳科を要として各教科等で育成を
目ざす資質・能力や，そのために取り扱う内容項目
などを明確にし，道徳教育全体の構造化，体系化を
図ることが大切である。そのような全体の見通しの
下で，道徳科の年間指導計画や学習指導案の作成，
教科書教材をはじめ多様な教材の工夫などを適切に
行うことができる。内容項目についても，形式的に
一つずつ取り上げて一単位時間をあてるのではな
く，目標との関係において必要に応じ複数の内容項
目を関連付けて扱ったり，重点の置き方によって授
業時数の長短を調整したりするといった工夫が考え
られる。そうした工夫により，子どもたちの主体的・
対話的で深い学びが成り立つようにすることが重要
である。
　学校の実態等を踏まえ，道徳教育に関わる目標や
内容等全体についての構造化，体系化や子どもたち
の学習を成立させる工夫が十分に行われているかど
うかは，学校評価のポイントの一つにもなるであろ
う。

　道徳教育に関するカリキュラム・マネジメントに
おいて重要なことは，教育活動の充実のため経営活
動に関する諸要素を整えていくことである。学習指
導要領では，上述のように，カリキュラム・マネジ
メントについて「校長の方針の下に，校務分掌に基
づき教職員が適切に役割を分担しつつ，相互に連携」
することが求められている。さらに，「道徳教育の
推進を主に担当する教師（以下「道徳教育推進教師」
という。）を中心に，全教師が協力して道徳教育を
展開すること。」（「第１章総則　第６　道徳教育に
関する配慮事項１」より抜粋）や，「校長や教頭な
どの参加，他の教師との協力的な指導などについて

カリキュラム・マネジメントと
道徳教育

（3）推進体制の整備と学校文化の創造
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自己を見つめ、他者との関わりを深める道徳授業

考え、議論する
道徳授業への転換

鈴木健二　著
A5判／128頁　定価： 本体1,800円＋税

自自自

考考考考考考考考考考考考
道道道道道道道道道道道

子どもの心に響く授業づくりの極意

こんな素材・こんな問いかけで，子どもは
考え議論するようになる！――教材開発
のコツや授業を構成するポイントを解説。

西野真由美・鈴木明雄・貝塚茂樹　編
B5判／208頁　定価： 本体2,400円＋税

「考え、議論する道徳」の

指導法と評価

赤堀博行　監修／盛岡市立河北小学校　著
B5判　116頁　定価：本体1,800円＋税

道徳教育を
学ぶための
重要項目100
貝塚茂樹・関根明伸　編著
B5判／240頁　定価：本体2,400円＋税

主体的・対話的で深い学びを実現す
るための授業と評価の先進事例を豊
富に紹介！

「考え、議論する道徳」に向けた授業改善
の要点を解説するとともに，道徳授業の
実際など具体的な取り組みを紹介。

「特別の教科」となった道徳教育の
理論と方法を，100の項目でコンパ
クトに解説。
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